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JVC ケンウッド社製ドラレコ Viewer ダウンロードについて 

ドライブレコーダー用 Viewerは SD カードの映像を確認するためのソフトウェアです。

①ダウンロードをしていただく前に、「ソフトウェア仕様許諾契約書」にご了承いただく必要がございます。
ご利用のOSに合わせて『Windows OS版』、もしくは『Mac OS版』をご確認ください。

 ②『Windows OS版』、『Mac OS版』それぞれの最終ページにあるリンク先からダウンロードを実行してください。



Windows OS をご利用のお客様　　　STZ VIEWER FOR FLEET (WIN 版)

ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェア（以下、「許諾ソフトウェア」）は、株式会社 JVC ケンウッド（以下、「ライセンサー」）が著作

権または再使用許諾をする権利を有し、本ソフトウェア使用許諾契約書（以下、「本契約」）は、この「許諾

ソフトウェア」に関するお客様のご使用条件を定めたものです。

お客様（以下、「使用者」）は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、許諾ソフトウェアをご使用いた

だくものと致します。 

使用者が許諾ソフトウェアをご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。 

【ソフトウェアに関する重要なお知らせ】 

STZ VIEWER FOR FLEET (WIN 版)（以下ビューワーソフト）には、 以下のオープンソースソフトウェアライ

センスのもとでライセンスされているソフトウェアが含まれています。

各オープンソースソフトウェアライセンスの原文は、ビューワーソフト上で確認できます。 

[STZ VIEWER FOR FLEET] を起動する 

メニューから [ヘルプ] -> [バージョン] の順に選択する

FFmpeg 

  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2 (GPLv2) 

DotNetZip 

  Microsoft Public License (Ms-PL) 

LAV Filters 

  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version2 (GPLv2) 

DirectShow.net 

 GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPLv2.1) 

対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧頂くようお願い致します。 

ホームページアドレス

http://www.kenwood.com/gpl/j.html

なお、ソースコードの内容等についてのご質問はお答えしかねますので、予め御了承ください。 

第 1 条（総則） 



ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ第3条第1項に定める例外を除き譲渡不

能な使用権を使用者に許諾します。 

第 2 条（使用権） 

本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェアの本製品を使用する権利をいいます。 

使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることがで

きません。 

許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含と否とに関わ

らず、いかなる目的でも頒布することができません。 

使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するもの

とし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行

ってはならないものとします。また、指定 PC へのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれ

を使用させることは許されていません。 

第 3 条（許諾条件） 

使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾ソフトウェア（その関連資料、アップデート版、アップグ

レード版を含む）の使用権については、自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残さな

い事、又譲受人を本ソフトウエア使用許諾契約に従わせる事を条件に、移転できるものとします。 

使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコ

ード解析作業を行ってはならないものとします。 

第 4 条（許諾ソフトウェアの権利） 

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたはライセンサー

に許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者（以下、原権利者）に帰属するものとし、使用者は

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないも

のとします。 

第 5 条（ライセンサーの免責） 

ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた

使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途

法律の定めがある場合はこの限りではありません。 

ライセンサーは「許諾ソフトウエア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致し

ません。 

第 6 条（第三者に対する責任） 



使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の

侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び

原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。 

第 7 条（秘密保持） 

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち

公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に

開示または漏洩しないものとします。 

第 8 条（契約の解除） 

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、ま

たはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。 

（1）本契約に定める条項に違反したとき

（2）差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第 9 条（許諾ソフトウェアの廃棄） 

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から 2 週間以内に許諾ソフトウェ

ア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。

第 10 条（著作権保護） 

許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は、ライセンサー及び現権利者に帰属す

るものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。 

使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びその関連の法律に従うものとします。 

第 11 条（輸出規制） 

許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること（インターネット等を利用した国外送信を含みます）はできない

ものといたします。 

使用者は、許諾ソフトウェアが日本国およびアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承

するものとします。 

使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の国際法および国内法（アメリカ合衆国の輸出管理規則、

アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び

輸出対象国に関する規制を含みます）に従うことに同意するものとします。 

第 12 条（その他） 

本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。 



本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意を

もって協議し、解決するものとします。 

ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛

争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。 

本契約書の各条項は、代わりの契約書が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソ

フトウェアにも適用されるものとします。

以上 

上記の内容に同意されるお客様は、下記のリンクをクリックしてダウンロードを続行してください。

Windows OS版　VIEWERのダウンロードはこちら↓

 http://manual.doco-car2.jp/drv/driverecorder/PCViewer/Setup_STZ_VIEWER_FOR_FLEET.msi 



Mac OS をご利用のお客様　　　STZ VIEWER FOR FLEET  (Mac 版) 

ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェア（以下、「許諾ソフトウェア」）は、株式会社 JVC ケンウッド（以下、「ライセンサー」）が著作権

または再使用許諾をする権利を有し、本ソフトウェア使用許諾契約書（以下、「本契約」）は、この「許諾ソ

フトウェア」に関するお客様のご使用条件を定めたものです。

お客様（以下、「使用者」）は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、許諾ソフトウェアをご使用いた

だくものと致します。 

使用者が許諾ソフトウェアをご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。 

第 1 条（総則） 

ライセンサーは、許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ第3条第1項に定める例外を除き譲渡不

能な使用権を使用者に許諾します。 

第 2 条（使用権） 

本契約によって生ずる使用権とは、許諾ソフトウェアの本製品を使用する権利をいいます。 

使用者は、許諾ソフトウェアの一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることがで

きません。 

許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし、許諾ソフトウェアは営利目的を含と否とに関わ

らず、いかなる目的でも頒布することができません。 

使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するもの

とし、許諾ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用、複製を行 

ってはならないものとします。また、指定 PC へのネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれ

を使用させることは許されていません。 

第 3 条（許諾条件） 

使用者は、本製品を譲渡する場合、内在する許諾ソフトウェア（その関連資料、アップデート版、アップグ

レード版を含む）の使用権については、自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残さな

い事、又譲受人を本ソフトウエア使用許諾契約に従わせる事を条件に、移転できるものとします。 

使用者は許諾ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコ 

ード解析作業を行ってはならないものとします。 

第 4 条（許諾ソフトウェアの権利） 



許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ライセンサーまたはライセンサー

に許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾した原権利者（以下、原権利者）に帰属するものとし、使用者は

許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないも

のとします。 

第 5 条（ライセンサーの免責） 

ライセンサー及び原権利者は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた

使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する別途

法律の定めがある場合はこの限りではありません。 

ライセンサーは「許諾ソフトウエア」について商品性、互換性及び特定目的に合致していることを保証致し

ません。 

第 6 条（第三者に対する責任） 

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の

侵害を理由として紛争が生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ライセンサー及び

原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。 

第 7 条（秘密保持） 

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち

公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に

開示または漏洩しないものとします。 

第 8 条（契約の解除） 

ライセンサーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、ま

たはそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。 

（1）本契約に定める条項に違反したとき

（2）差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第 9 条（許諾ソフトウェアの廃棄） 

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から 2 週間以内に許諾ソフトウェ

ア、関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。

第 10 条（著作権保護） 

許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は、ライセンサー及び現権利者に帰属す

るものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。 

使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し、著作権法及びその関連の法律に従うものとします。 



第 11 条（輸出規制） 

許諾ソフトウェアを日本国外に輸出すること（インターネット等を利用した国外送信を含みます）はできない

ものといたします。 

使用者は、許諾ソフトウェアが日本国およびアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承

するものとします。 

使用者は、許諾ソフトウェアに適用される一切の国際法および国内法（アメリカ合衆国の輸出管理規則、

アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び

輸出対象国に関する規制を含みます）に従うことに同意するものとします。 

第 12 条（その他） 

本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。 

本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、ライセンサー、使用者は誠意を

もって協議し、解決するものとします。 

ライセンサー及び使用者は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛

争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。 

本契約書の各条項は、代わりの契約書が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソ

フトウェアにも適用されるものとします。

以上 

上記の内容に同意されるお客様は、下記のリンクをクリックしてダウンロードを続行してください。 

Mac OS版　VIEWERのダウンロードはこちら↓

http://manual.doco-car2.jp/drv/driverecorder/PCViewer/STZ_VIEWER_for_FLEET_v1_0_0.zip




